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（
一
〇
）

あ
き

た

じ
ょ
う

秋
Ｔ

秋
田
城
跡

第

一

一
二
号
）

１
　
所
在
地
　
　
　
秋
田
市
寺
内
字
鵜
ノ
木

２
　
調
査
期
間
　
　
一　
第
二
五
次
調
査
　
一
九
七
八
年

（昭
５３
）
七
月
～

一

二
月
、
二
　
第
三
九
次
調
査
　
一
九
人
四
年
四
月
～
七
月
、

〓
一　
第
五
四
次
調
査
　
一
九
人
九
年

（平
１
）
四
月
～

一

二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
秋
田
市
教
育
委
員
会
秋
田
城
跡
調
査
事
務
所

４
　
調
査
担
当
者
　
一　
小
松
正
夫
、
二
　
小
松
正
夫

。
日
野
　
久

〓
一　
小
松
正
夫

。
日
野
　
久

。
松
下
秀
博

・
西
谷
　
隆

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
柵
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代

・
平
安
時
代

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

秋
田
城
跡
出
土
の
本
簡
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第

一
・
八

・
一
二
号
で
報
告
し

た
が
、
第

一
二
号
で
報
告
し
た
第
五
四
次
調
査
分
、
す
な
わ
ち
外
郭
東
門
西
南

の
湿
地
Ｓ
Ｇ

一
〇
三

一
の
ス
ク
モ
層
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
つ
い
て
は
、
整

理

・
解
読
の
途
上
で
四
点
に
つ
い
て
報
告
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、

第
五
四
次
調
査
出
土
木
簡
は
二
九
六
点
に
及
ぶ
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
全
貌
は

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
Ⅱ
』
（秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
Ⅱ
、　
一
九
九

二
年
）
に
お
い
て
報
告
し
た
。
ま
た
、
『秋
田
市
史
』
第
七
巻
古
代
資
料
編

全
一

〇
〇
一
年
）
な
ど
で

一
部
の
釈
文
の
訂
正
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
誌
に
お
い
て

も
こ
れ
ら
の
成
果
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
の
が
、
今
回
の
追
加
紹
介
の

意
図
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
、
木
簡
の
科
学
的
県
存
処
理
の
前
後
に
お
け
る
再
検
討
や
、
今
般
編
集

が
進
め
ら
れ
て
い
る

『青
森
県
史
』
資
料
編
古
代
二
に
よ
る
東
北
地
方
出
土
文

字
資
料
デ
ー
タ
の
収
集
過
程
に
お
け
る
再
検
討
に
よ
っ
て
も
、
新
た
な
釈
読
成

果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
釈
文
の
新
た
な
訂
正
が
必
要
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
今
回
、
本
誌
既
紹
介
の
木
簡
の
釈
文
訂
正
と
、
『秋
田
城
出
土
文

字
資
料
集
Ⅱ
』
で
報
告
し
た
木
簡
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
追
加
、
と
い
う
形
で
、

秋
田
城
跡
出
土
木
簡
の
紹
介
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
。
『秋
田
城
出
土
文
字
資

料
集
Ⅱ
』
所
収
の
釈
文
の
訂
正
を
要
す
る
木
簡
は
す
べ
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
、

秋
田
城
跡
出
土
木
簡
番
号
の
後
ろ
に
※
を
付
し
て
明
示
し
た
。

な
お
、
そ
の
際
、
法
量
の
訂
正
や
釈
読
で
き
な
い
文
字
数
の
変
更
な
ど
、
軽
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微
な
訂
正
だ
け
の
木
簡
は
省
い
た
。
釈
文
の
検
討
は
、
小
松
正
夫

（秋
田
城
跡

調
査
事
務
所
）

・
鐘
江
宏
之

（学
習
院
大
学
）
。
古
川
淳

一
（青
森
県
史
編
さ
ん
グ

ル
ー
プ
）

・
渡
辺
晃
宏

（奈
良
文
化
財
研
究
所
）
が
行
な
っ
た
。
釈
読
再
検
討
の

基
本
的
な
方
針
と
し
て
は
、
も
の
と
し
て
の
観
察
結
果
を
最
優
先
さ
せ
た
上
で
、

一　
第
二
五
次
調
査

従
来
の
釈
文
を
尊
重
し
、
で
き
る
だ
け
釈
読
を
後
退
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
訂

正
は
原
則
と
し
て
、
①
従
来
釈
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
を
釈
読
で
き
る

（可
能

性
も
含
む
）
場
合
、
②
従
来
の
釈
読
に
替
わ
る

（可
能
性
も
含
む
）
代
条
を
提
示

で
き
る
場
合
、
に
限
る
こ
と
と
し
た
。

口
Ｌ
酔
酌
酔
十
回
日

回

□
百
口
□

父
母
二
柱
御
為
五
百

過
去
現
在
容
属
御
為
五
×

Ｓ
Ｇ
四
六
三

【
加
力
〕
　

　

　

　

【
離
力
〕
　

　

〔律
令
力
〕

ω

　

「□
□
□
日
日
日
国
□
（符
銀
）口
日
日
□
□
　
口
国
如
□
□

ａ
卜ｅ
×
曽
×
い　
軍
ｏ　
第
八
号
※
　
８
ω

上
端
は
山
形
に
尖
ら
せ
る
。
下
端
は
折
れ
。
長
大
な
呪
符
木
簡
で
、
末
尾
部

分
は

「急
々
如
律
令
」
で
あ
ろ
う
。

井
戸
Ｓ
Ｅ
四
〇
六

〔
財
力
〕

①
　
。
「
下
野
国
河
内
郡
□
部
郷
口
日
日
日
日
日
日
□

日
日
日
日
―十
日
日
日
□
菩
薩

□

□

□

□

□

〔縁
由
〔縁
由
〔縁
由
〔現
由

第
四
号
、
第
五
号
と
し
て
報
告
さ
れ
た
も
の
が
、
上
下
に
接
続
。
六
五
伽
を

超
え
る
長
大
な
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
右
辺
割
れ
。
読
誦
の
回
数
を

記
し
た
転
読
札
の
類
と
み
ら
れ
る
が
、
国
郡
郷
名
か
ら
書
き
出
す
こ
と
と
の
関

係
は
明
ら
か
で
な
い
。
天
平
勝
宝
四
年
は
七
五
二
年
。

一
一　
第
三
九
次
調
査

日
□

日

日

日

日

日

日

日
□

天
平
勝
賓
四
年
七
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
日
日
日
日
――
日
日
Ｈ
回
　
　
　
　
　
　
」

⇔
⇔
卜
×
含
枷
）
×
〓
　
儲
Ｐ　
第
四
・
五
号
※
　
１
０
０

若大天

呈昌里喬口
御回御為回壷Ⅱ3Ⅱ



〓
一　
第
五
四
次
調
査

Ｓ
Ｇ

一
〇
二

一

？

市

＝

日

剛

Ш

」

(4)

＜
　
　
延
暦
十
年
四
月
十
二
日
　
　
　
」

含
品
）
×
誤
×
］

寓
］

第
六
二
号
※
　
１２
ω

「八
月
十
五
日
下
狭
饗
料
□
二
条
□

「　
　
　
　
□
　
田
川
　
　
荒
木
真Ｏ
］
９
×
誤
×
∞
　
Ｐ
ｏ
　
第
七

一
号
※

「主
根
返
抄

「□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
溢
受
∞
ｏぢ

第
一仄
号

「謹
解
　
申
請
殿
門
酒
事
　
合
二
匠
丁
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「　
　
　
　
　
　
　
延
暦
十
三
年
三
月
十
五
日
下
毛
野
岡
人
」

卜
緞
×
８
×
∞
　
８
Ｐ　
第
六
六
号
※

「解
　
申
進
上
物
事
　
合
鯛
拾
四
隻
」

「右
件
便
附
使
進
上
如
件
　
　
　
　
」
怒
撰
］受
Ｐ
自
Ｐ
第
七
〇
号

l10 l101  (9) (8) (7)   (6)

「
一
番
長
解

「三
番
財
部
□
君
万
呂

四
番
□
部
馬
弓

名
上
野
国
解
　
申
進
国
□
□

。
「日
Ｈ
日
日
Ｈ
日
Ｈ
□
五
月
□

「上
野
国
進
鎮

「上
総
国
部
領
解

合
五
人

・

日

□

・
日
――

日
□
　
　
■

（駕
）
×
（“
）
×
嗚　
寓
Ｐ　
第
一
〇
三
号

（く
９
×
６
ｏ）
×
］
∞　
ｏ
∞
Ｐ　
第
一
人
五
号

Ｃ

∞
υ

×

命

９

×
ヽ
　

ｏ
∞
μ
　

第

五

〇

号

（窓
）
×
（】
）
×
∞
∞　
寓
Ｐ　
第
二
五
号

由
甲
府
却
姉
伴
Ｘ
　
　
　
　
（Ｐｏｏ）×
ｏヽ
×
ヽ
　
ｏＰｏ
　
隻
生
〓
亘
●

申
進
上
御
門
宿

火
長
刑
部ｏ
］
ｅ
×
６
じ
×
枷　
ｏ
∞
Ｐ　
第

一
〇
四
号

。
×
直
事
　
合
三
人
　
　
火
長
□
田
□
□
□

〔
家
力
〕

。　
　
　
　
　
　
　
子
日
日
―十
日
□
□
長

＝

廿Ｏ
ｏ
９
×
０
９
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ
　
第

一
〇
五
号
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名
火
長
他
田
マ
根
万
呂
　
物
マ
子
宅
主

矢
田
マ
子
酒
下
　
　
大
伴
マ
真
秋
山

呂々
　
神
人
マ
福
万
呂

名

三
月
十
五
日

〔
稲
力
〕

・
火
長
矢
田
マ
宅
麿

他
田
マ
ロ

【
他

田
と

他
田
マ
真
京

□
□

〔延
力
〕

・
　

　

　

□
口
川
回
年
三
月
九
日
含
式
）
×
囀
×
伽　
寓
岸　
第

一
〇
六
号

。
「火
頭
公
子
真
酒
万
呂
　
合
　
敏
郵
賊
山
　
一二
村
部
子
藪

日
陽
マ
青
楊
　
　
　
」

。
「小
長
谷
マ
大
町
　
蟄
析
マ福
羊
藪
　
マ
嫁
戯
　
一
鬼
甘
犬
甘

生
マ
手
子
万
呂
　
一

一月
四
日
　
□
長
千
相
」

］
驚
Ｖ
　

　

　

〔
郷
力
〕

（嵩
×
伽　
Ｐ
岸　
第

一
七
号
※

□
□　
　
　
　
　
面
杞
五人

『大
殿
』
九
人
十
八
人
　
八
木
五
人
」（“
じ
×
読
×
∞
　
寓
Φ
　
第
二
九
号

日
川
□
　
、
大
伴
若
万
呂

〔
里
力
〕

□
上
国
日
川
回

〔
丁
力
〕

〔食
力
〕

口
食
万
呂
　
□
神
人
□
万
呂

ヽ
火
長
己
足
　
神
人
倉
下
吉

〔丁
力
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔屋
力
〕

□
□
万
呂
　
□
他
田
粟
万
呂

ヽ
生
マ
万
潤
　
丈
マ
乙
岡
□
□

国
人
伊
大
知
□
□

葦棚
吉刊勧足
　杖離谷ママ真対
万田
　尾治
マ子徳
回万侶」」

伽
８
×
器
×
『

Ｐ
Ｐ　
第

ニ
ハ
号
※

口
燐
判

即
院

」

〔主
力
〕

ｏ
□
日
□
日
日
日
回

」
　

Ｃ
ヽ
∞
）
×
∞
ｏ
×
∞
　
Ｐ
Φ
　
第
三
五
号
※

丈
人
□

名
ヽ
子
代
長
□

師
ヽ
子
当
成

、
千
□
万
呂

家
万
呂

〔男
ヵ
〕

子
□
□
口
□

ヽ
万
口

□

〔神
力
〕

。
「日
日
―Ｉ
Ｈ
回
□
□
合
×

⑬
　

ヽ
□
□
真
□
□

『合
』

規朧
マ部顛鵬
万『胎』『合合

、
三
刀
部
総
足
　
　
ヽ
廣
成

〔屋
力
〕

含
富
）
×
認
×
∞

Ｐ
ｏ

第
三

二
号
※

丈
稲
万
呂
□
□

〔
屋
力
〕

口
回
馬
弓
　
　
ヽ
上
国
マ
万
□
□
」

!凸口膳建
巽  ××

第

○
号
※

合
ｏ
ｅ
×
含
ｅ
×
∞
　
ｏ
∞
ド　
第
八
〇
号
※



「ヽ

子
太
【酬
ィ
炉

夜
〔酌
妃

一
升

ヽ
伊
佐
伎

一
升

ヽ
盗
取

一
升

、
伊
波
□

一
升
」

「　
伊
佐
伎
三
升

真
紀
口
二
升
　
子
□

一
升
　
　
□
手
二
升

鳥
百
五
十
　
　
口
万
呂
百
五
十

粁
紳
醍
節
樋
十

〔抑
融
五万
、
ヵ
′ｆ
百
五
十
」

公
足
百
五
十
　
　
日
日
日
―Ｉ
Ｈ
Ｈ
□

口
□
百
五
十
　
　
□
□【助
酔
剛
酢
附
と

口
□
百
五
十
　
　
日
日
Ｈ
日
日
日
日
凹
」

（霊
ｅ
×
駕

×
∞
の
　
自
Φ　
第
三
四
号
※

子
□
万
呂

廣
成
真
□

卜
Ｐ
∞
×
∞
∞
×
ω
　

ｏ
Ｐ
Ｐ
　

一第

一
人

号

口
子
得
員
千
三
百

日
日
Ｈ
日
Ｈ
日
Ｈ
日
日
国
　
　
　
　
　
（Ｆ
じ
×
含
じ
×
］
枷　
寓
騨　
第
一三
七
号
※

「上
野
国
緑
□
□
□
足
□
□

「日
Ｈ
Ｉ十
日
日
米
五
石
代
　
　
　
　
］］叉
い反
お

ｏ解

第
七
四
号

「最
上
郡
精
二
半
日
Ｈ
ＩＩ
Ｈ
国
　
　
　
　
人

ロ
ロ
マ
ロ
主
　
　
」

「延
暦
十
三
年
五
月
十
九
日
丸
子
マ
ロ
ロ
□
」

Ｐ
認
×
８
×
ヽ
　
９
ド　
第
六
九
号

〔衆
力
〕

真
回
万
呂

□
身
万
呂

日

回

〔百
力
〕

□
五
十

百
五
十

百
五
十

日

日

日

日

日
日
―Ｉ
Ｈ
国
百
□
□

口
□
四
巻

役
病
行

［巻
力
〕

□
□
五
□

回
□
□
□

〔高
泉
水
力
〕

〔私
力
〕

□
奉
鳥
取
部
雄
足

掃
守
同
日
日
日
日
□

Ｐ
示
×
ｏ
ｅ
×
∞
　
儲
Ｐ　
第

一
〇
九
号

６
９
×
Ｏ
Ｄ
×
〕

寓
滓　
第

一
〇
二
号
※

□

□

乙

乃

子

　

一
半

三

〇
寓
）
×
（尽
）
×
Ｐ
ド　
寓
解　
第

三
≡

一号
※

「平
鹿
郡
精
五
斗
延
暦
十

一
年
□
月
十
六
日

「
　
　
　
　
　
書
生
丈
マ
日
日
日
□

日

日

〔
郡
力
〕
　

〔挟

抄
檜

前
力
〕

「
＜
□
□
□
柿
五
斗
□
□
□
□

「
＜

延
暦
十
二
年
□
月
十

一
日
□
□
□
長

含

］
じ

×
］
∞
×
卜
　

ｏ
∞
∞
　
一第

五

六

号

※

Ｏ
ｏ
じ
ｘ
］
∞
×
↑
∞
　
ｏ
∽
Ｐ　
第
七
五
号
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eO   139   00
ヽ
Ｗ
ｂ
Ｏ

「壬
生
虫
万
呂
春
米
濡
五
半

「日
‐―
‐十
日
□
年
五
月
十
日
　
　
　
（解卜∞Ｘ
］受
Ю
息
ｏ
第
と
写

「
＜
三
国
浄
万
呂
調
米
五
×

「
＜
　
三
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
（Ｐこ
益
撰
ヽ
寓
∞
空
ハ四
号

同
―十
回
物
マ
ロ
倉
調
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
ｏ潔

第
二
人
号
※

「廣
面
郷
公
子
並
神
調
九
斗

　

（Ｐこ
夭
こ
登

ｏ解

第
一一七
号
※

「大
田
郷
石
マ
ロ
安
女
」
　
　
　
　
ド枷睫
や反
∞
３
ド
第
七
七
号
※

〔　一　
方か〕

「
＜
山
方
郷
大
伴
部
白
麻
呂
上
□
□
石
　
」

「
＜
　
　
　
　
　
奉
神

□
□
九
□
五
月
」

∞
Ｐ『
×
∞
伽
×
Ｐｏ
　
ｏ
∞
Ю
　
一第
五

一
号
※

「□
□
ｏ
□
□
ｏ
丙
寅

ｏ
丁
卯

ｏ
戊
辰

ｏ
□
□
ｏ
庚
□
ｏ
□
□
ｏ
壬
□
ｏ
□
酉

ｏ
」

「□
□
ｏ
乙
□
ｏ
□
子
ｏ
□
□
ｏ
□
□
ｏ
己
□
ｏ
庚
□
ｏ
辛
巳
ｏ
壬
午

ｏ
癸
未
　
」

「□
□
ｏ
□
□
ｏ
丙
戊
ｏ
丁
□
ｏ
□
子
ｏ
己
丑
ｏ
庚
寅

ｏ
辛
卯

ｏ
壬
辰

ｏ
□
□
　
」

「□
午
　
乙
未
　
丙
申
　
丁
酉
　
戊
戊
　
己
亥
　
庚
子
　
□
□
　
壬
寅
　
癸
□
　
」

「□
□
　
乙
□
　
□
午
　
丁
未
　
戊
申
　
口
□
　
□
□
　
□
口
　
癸
□
　
　
　
　
」

「□
□
　
□
卯
　
□
□
　
□
□
　
回
□
　
己
未
　
庚
申
　
□
酉
　
壬
成
　
　
　
　
」

「□
回
　
□
□
　
□
□
　
□
口
　
戊
辰
　
□
□
　
庚
□
　
□
□
　
壬
申
　
□
酉
　
」

。
「
＜
吉
弥
侯
里
秦
根
二
斗
五
×

。
「
＜

　

三

月

十

七

日

　

　

　

　

　

（
Ｐ
こ

溢

又

ヽ

畠
∞

第
二

辱

※

名
＜
上
稲

　

　

」

〔
旦
ユ
カ
〕

。

「
＜

酒

見

公

□

継

」
　

　

　

　

　

Ｐ
⇔
段

］
親

誤

ｏ
開

第

吾

号

※

＜
口
Ｈ
日
日
日
□
　
延
暦
十
四
×

ぢ
∞
×
遥
×
甲
∞
　
ｏ
ら
い
　
第
六
五
号

〔奈
力
〕

「伊
□
社
大
伴
マ
龍
万
呂
」

「枚
人
」

生l1   801

Ｐ
『
∞
×

Ｐ
∞
×

い
　

ｏ
い
Ｐ
　

範
工
し
エ
ハ
ニ
●

烹
『
×
き
×
枷　
８
Ｐ　
第
七
八
号
※

］
式

×
］
ミ
×
〕
ミ
　

ｏ
ら
い
　

第

人

四

号

※



611   1501 ④  切  色⑥

カ

14つ   431

□
□
□

口
□
山
主
」
　
　
　
　
（Ｐこ
Ｘ
ｏＸ
ω

。
長
大
生
小
常
」

。
刀
万
呂
　
　
」

名
□
田
マ
子
諸
忍
□

⑫
　
。
□
　
　
　
　
　
　
　
□
　
口

波
流
奈
礼
波
伊
万
志
□
□
□
口
Ｈ
Ｈ
□

・
由
米
余
伊
母
波
夜
久
伊
□
□
奴
□
止
利
阿
波
志
□

（冨
じ
×
遮
×
ω
　
儲
ド　
第

一
七
九
号
※

①

　

□
所
□
子
津
日
―十
回
田
川
郡
　
　
　
　
　
　
　
ｏ解

第
一仝
ハ号

〔
郡
功
〕

⑭

　

置
賜
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

第
一６
０
号

⑮
　

奉
神
　
丈
マ
多
万
呂
□
ロ
マ
ロ
ロ
　
　
　
　
　
ｏ潔

第
一一＠
尋

⑪

　

右

米

国

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｏ
溜

第
二

九
号
※

働

　

□
□
国
府
府
寺
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

第
二

天
号
※

⑪
は
、
上
端
は
切
り
込
み
部
分
で
折
れ
。
ま
た
、
表
面
は
上
半
を
中
心
に
削

り
取
ら
れ
て
お
り
、
釈
読
で
き
な
い
。
廷
暦

一
〇
年
は
七
九

一
年
。
年
紀
を
月

日
ま
で
記
す
も
の
に
は
、
④
～
的
な
ど
糖
の
事
例
が
あ
り
、
こ
れ
も
精
の
荷
札

か
。②

は
、
下
端
折
れ
。
左
辺
上
部
に
焼
痕
が
あ
る
。
蝦
夷
に
対
す
る
饗
食
の
た

め
に
、
物
品
を
下
付
し
た
こ
と
を
示
す
木
簡
。
品
目
名
の

「□
」
は
草
冠
に

「田
」
「八
」
「土
」
を
重
ね
る
字
体
。
「蔦
」
ま
た
は

「索
」
の
異
体
字
で
あ

る

「絲
」
か
。
条
は
細
長
い
物
を
数
え
る
単
位
で
あ
り
、
「か
ず
ら
」
の
意
で

あ
ろ
う
。
「田
川
」
は
出
羽
国
田
川
郡
か
。
０
は
、
下
端
折
れ
。
返
抄
木
簡
の

名

□

□

　

□

　

　

　

　

　

　

　

（
Ｐじ

Ｘ

Ю
Φ
Ｘ

沼

ｏ
解

第
七
一一写

※

「
店
編
以
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞
８
×
］
Ｎ
×
Ｐ　
ｏ
ｏ
Ｐ　
第
八
五
号

〔エハ

「引
日
□
口

口
回

王

生

マ
ロ

ロ

吉

　

　

］
ｏ
反

圏
益

ｏ
３

第
八
九
号
※

〔
所
力
〕

・
口
□
□
申
□
□
口
□
□
請
□
□
不
□
□

・
□
□
□
巳
日
Ｈ
Ｈ
日
日
日
Ｈ
Ｈ
日
日
日
□

Ｃ
∞
ｏ
）
×
（じ
×
ヽ
　
ｏ
∞
Ｐ　
第
九
七
号
※

「
□

道

無

無

無

無

阿

□

□

　

　

（
Ｐ
い
⇔
て

や
衰

∞

寓

Ｐ

第

一
七

四
号

※

＝

廿

＝

廿

Ｓ
∞
×
含
じ
×
∞　
儲
Ｐ　
第

一
七
四
号
※

ｏ
∞
Ｐ　
第
三
人
号
※

（ｒ
ｅ
×
遭
×
ヽ
　
自
Φ　
第
三
九
号

Ｇ
ｅ
×
ヽ
×
囀
　
ｏ
∞
Ｐ　
第
人
七
号
※



釈文の訂正と追加

上
端
。
「主
根
」
は
根
物
を
担
当
す
る
官
職
か
。
い
は
、
下
端
を
左
右
か
ら
削

り
出
し
て
緩
く
尖
ら
せ
る
。
表
面
の

「
二
匠
丁
」
は
不
詳
。
コ
一缶

一
斗
」
の

可
能
性
も
あ
る
か
。
但
し
、
「缶
」
の
最
終
画
を
之
続
風
に
書
く
字
形
は
類
例

を
見
な
い
。
延
暦

一
三
年
は
七
九
四
年
。
ｍ
は
、
上
端
は
山
形
、
下
端
は
方
頭

を
呈
す
る
。
鯛
の
進
上
木
簡
。

０
は
、
下
端
折
れ
、
左
辺
割
れ
。
鎮
兵
あ
る
い
は
兵
士
の
番
長
の
解
の
断
片
。

０
は
、
下
端
折
れ
、
左
右
両
辺
割
れ
。
Ｔ
一番
」
「
四
番
」
と
見
え
、
０
と
同
じ

く
上
番
に
関
わ
る
木
簡
か
。

①
は
、
下
端
折
れ
、
右
辺
割
れ
。
①
は
、
下
端
折
れ
、
左
辺
割
れ
。
③
⑨
と

も
に
上
野
国
か
ら
の
解
。
い
ず
れ
も
鎮
兵
な
い
し
そ
の
根
物
の
進
土
木
簡
で
あ

ろ
つゝ
。

⑩
～
⑫
は
宿
直
木
簡
。
⑩
は
、
下
端
折
れ
。
上
総
国
部
領

（使
）
の
解
の
様

式
に
よ
る
同
国
鎮
兵
の
宿
直
木
簡
。
「部
」
は
偏
を
大
幅
に
省
画
し
、
「
マ
」
に

近
い
字
形
を
と
る
。
側
は
、
上
端
は
櫛
状
に
割
り
を
入
れ
る
。
下
端
は
折
れ
。

文
字
の
残
り
具
合
か
ら
み
て
、
左
右
両
辺
も
原
形
を
と
ど
め
な
い
。
門
の
宿
直

を
報
告
す
る
木
簡
。
側
は
、
上
下
両
端
折
れ
。
文
字
の
残
り
具
合
か
ら
み
て
、

左
右
両
辺
も
原
形
を
と
ど
め
な
い
か
。

⑬
～
④
は
歴
名
木
簡
。
①
は
、
軍
団
の
火
長
以
下

一
〇
名
を
列
記
し
た
完
形

の
歴
名
木
簡
。
物
部
子
宅
主
は
第

一
〇
八
号
木
簡
に
も
見
え
、
ま
た
、
第
二
〇

六
号
木
簡
に
は
大
伴
部
真
秋
山
と
思
わ
れ
る

「真
秋
山
」
が
見
え
る
。
い
は
、

下
端
焼
損
。
上
端
も
原
形
を
と
ど
め
な
い
か
。
あ
る
い
は
宿
直
木
簡
か
。
⑮
は
、

賦
役
令
役
丁
匠
条
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
、
火
頭
及
び
丁
匠
と
思
わ
れ
る

一

〇
名
の
人
名
を
列
記
し
た
完
形
の
歴
名
木
簡
。
⑮
は
、
上
端
折
れ
。
「九
」
は

「凡
」
の
可
能
性
も
あ
る
。
「稲
本
」
「人
木
」
は
人
名
と
み
ら
れ
る
の
で
、

「凡
人
十
八
人
」
の
方
が

「人
名
十
人
数
」
と
い
う
記
載
の
整
合
性
が
高
く
な

る
。
「大
殿
」
は
殿
舎
の
尊
称
。
木
簡
作
成
部
署
ご
と
に
大
殿
が
あ
っ
て
も
よ

い
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
秋
田
城
全
体
の
大
殿
、
す
な
わ
ち
政
庁
を
指
す
可
能

性
が
高
い
か
。
⑫
は
、
上
端
折
れ
。
表
面
に
は
人
名
を
列
記
、
裏
面
に
は
日
付

と
人
名
が
書
か
れ
る
。

⑬
～
④
は
帳
簿
様
の
歴
名
木
簡
。
⑬
は
下
端
折
れ
。
比
較
的
幅
の
広
い
帳
簿

様
の
歴
名
木
簡
。　
一
部
に
合
点
を
付
す
。
裏
面
の

「榊
」
の
次
の
文
字
は
、

「出
」
ま
た
は

「上
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
⑬
は
、
下
端
折
れ
。
木
簡
を
二
次

的
に
整
形
し
、
何
ら
か
の
木
製
品
に
転
用
し
た
も
の
。
右
辺
は
上
に
向
か
っ
て

細
く
削

っ
て
い
る
。
的
は
、
上
端
折
れ
。
下
端
は
円
弧
状
を
呈
す
る
。
右
辺
割

れ
。
あ
る
い
は
折
敷
の
底
板
な
ど
を
転
用
し
た
も
の
か
。
六
段
に
わ
た
る
人
名

が
残
る
歴
名
木
簡
。　
一
部
に
合
点
が
付
さ
れ
る
。　
一
部
の
人
名
の
末
尾
に
見
ら

れ
る

「戸
主
」
は
合
わ
せ
文
字
。
⑪
は
、
人
名
と
数
量
を
列
記
し
た
長
大
な
帳

簿
状
の
歴
名
木
街
。　
一
部
に
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
②
④
は
、
「
（人
名
）
十

百
五
十
」
を
列
記
す
る
帳
簿
状
の
歴
名
木
簡
。
②
は
上
端
折
れ
。
鰯
は
、
上
下

両
端
二
次
的
切
断
。
左
右
割
れ
か
。

例
は
、
上
下
両
端
折
れ
、
左
辺
割
れ
。
経
典
の
読
誦
に
関
す
る
巻
数
に
相
当

す
る
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
「役
病
行
」
「高
泉
水
」
は
、
行
配
り
か
ら
考
え
て



も
そ
の
上
の

「
～
巻
」
の
註
記
で
は
な
く
、
横
に
連
な
る
連
続
し
た
記
載
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「巻
」
は
従
来
い
ず
れ
も

「呑
」
と
釈
読
し
て
き

た
も
の
。

切
は
、
上
下
両
端
折
れ
。
右
辺
三
次
的
削
り
か
。
い
は
、
上
下
両
端
折
れ
。

左
右
割
れ
か
。
側
は
、
下
端
は
左
右
か
ら
削

っ
て
尖
ら
せ
る
。
右
辺
も
文
字
の

一
部
を
欠
い
て
お
り
、
二
次
的
整
形
か
。
「上
野
国
緑
□
□
」
は
上
野
国
緑
野

郡
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
残
画
か
ら

「野
郡
」
を
読
み
取
る
の
は
困
難
。

鰯
～
⑩
は
、
郡
を
単
位
と
す
る
精
の
荷
札
。
い
は
上
端
は
山
形
。
下
端
は
尖

頭
状
に
作
る
。
出
羽
国
最
上
郡
の
精
の
荷
札
。
の
は
、
下
端
を
尖
頭
状
に
作
る

が
、
先
端
を
欠
損
。
出
羽
国
平
鹿
郡
の
精
の
荷
札
。
延
暦

一
一
年
は
七
九
二
年
。

⑩
は
、
下
端
折
れ
。
表
面
三
文
字
目
は
従
来

「郷
」
と
読
ま
れ
て
き
た
が
、

「郡
」
と
釈
読
で
き
、
ま
た
裏
面
に
も
新
た
に
年
紀
が
確
認
さ
れ
、
い
の
と
同

様
の
荷
札
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
表
面
の

「挟
抄
檜
前
」
は
、
か

じ
と
り
の
檜
前
の
意
か
。
「槍
」
は
木
偏
に

「色
」
を
書
く
異
体
字
。
征
夷
の

た
め
に
坂
東
諸
国
に
精
を
準
備
さ
せ
た
こ
と
は
、
『続
日
本
紀
』
延
暦
九
年

（七
九
〇
）
間
三
月
乙
未
条
と
同
廷
暦

一
〇
年

一
一
月
己
未
条
に
見
え
る
。
こ

れ
ら
は
当
事
国
陸
奥

・
出
羽
に
お
け
る
準
備
を
前
提
に
し
た
施
策
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
つヽ
。

①
は
、
左
辺
上
部
は
割
れ
て
欠
損
。
下
端
折
れ
。
左
辺
上
部
に
焼
痕
あ
り
。

「春
米
精
」
は
他
に
見
え
な
い
。
精
は
炊
い
た
米
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
、
敢

え
て

「春
米
」
を
付
し
た
理
由
は
不
詳
。
春
米
と
し
て
管
理
し
て
い
た
も
の
を

精
に
加
工
し
た
こ
と
を
特
に
表
現
す
る
た
め
か
。
あ
る
い
は
、
精
の
荷
札
の
類

例

（例
～
⑩
）
が
基
本
的
に
郡
単
位
の
貢
進
書
式
を
と
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

個
人
単
位
の
貢
進
書
式
を
と
る
こ
の
荷
札
は
、
精
加
工
用
の
春
米
の
荷
札
と
い

う
こ
と
も
あ
り
得
る
か
。

⑫
は
調
米
の
荷
札
。
下
端
折
れ
。
他
の
事
例
か
ら
み
て

「五
斗
」
と
続
い
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑬
は
調
米
の
荷
札
の
削
暦
で
、
長
さ

一
六
〇
ｍｍ
幅
二

一
ｍｍ

厚
さ
二
ｍｍ
を
測
る
大
型
の
も
の
。
冒
頭
の

「日
‐‐
□
」
は
、
従
来

「□
八
斗
」

と
読
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
に
読
む
と
荷
札
と
の
理
解
が
難
し
く
な
る
。

制
～
⑦
は
郷
ま
た
は
里
か
ら
書
き
出
す
荷
札
。
①
は
下
端
折
れ
、
左
辺
割
れ
。

「公
子
」
の
二
文
字
は
、
従
来

「草
」
と
読
ま
れ
て
き
た
。
「公
子
並
神
」
は

調
の
貢
進
者
名
で
あ
ろ
う
。
「廣
面
郷
」
は

『和
名
抄
』
に
は
見
え
な
い
が
、

秋
田
市
に
近
世
初
頭
ま
で
遡
る
地
名

「広
面
」
が
現
存
し
、
こ
れ
に
あ
た
る
と

み
ら
れ
る
。
「九
斗
」
は
異
例
だ
が
、
調
米
の
荷
札
か
。
的
の

「大
田
郷
」
は
、

出
羽
国
出
羽
郡
大
田
郷
か
。
ｍ
は
完
形
の
荷
札
。
「山
方
郷
」
は
出
羽
国
最
上

郡
の
郷
名
。
品
目
部
分
の
一
文
字
目
は
米
偏
の
み
残
存
し
、
「粗
」
な
ど
の
可

能
性
が
あ
る
。
「奉
神
」
は
神
社

へ
貢
進
す
る
物
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
。

神
祗
祭
祀
に
関
わ
る
木
簡
に
は
、
他
に
⑩
働
な
ど
が
あ
る
。
「
五
月
」
の
上
が

「九
年
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
延
暦
の
紀
年
銘
木
簡
が
多
数
共
伴
し
て
い
る
こ

と

答下
限
は
⑬
の
延
暦
一
四
年
）
か
ら
み
て
、
廷
暦
九
年
の
可
能
性
が
高
い
。
●

は
、
下
端
焼
損
。
表
面
は
、
コ
ロ
弥
侯
里
」
（地
名
）
十

「秦
根
」
（人
名
）
十

「
二
斗
五
」
（貢
進
料
）
と
も
、
ま
た

「吉
弥
侯
里
秦
」
（人
名
）、
「根
」
（品



釈文の訂正と追加

名
）
十

「
二
斗
五
」
（貢
進
料
）
と
も
解
釈
で
き
る
。
璽
［
弥
侯
里
」
の
存
在
は

知
ら
れ
ず
、
「根
」
は
海
藻
根
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
海
藻
根
を
斗
量
で

量
る
事
例
は
な
い
。
但
し
、
海
藻
類
を
斗
量
で
量
る
例
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

⑬
は
、
「継
」
の
右
側
が
欠
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
木
簡
の
左
辺
は
二

次
的
整
形
と
も
み
ら
れ
る
。
貢
進
す
る
稲
の
付
札
。
裏
面
の
人
名
は
従
来

「男

継
」
と
読
ま
れ
て
き
た
も
の
。

⑬
は
、
左
辺
上
部
に
切
り
込
み
が
残
る
。
荷
札
木
簡
を
用
途
不
明
の
木
製
品

に
二
次
的
に
加
工
し
た
も
の
。
文
字
は
、
木
簡
上
部
は
左
端
部
分
が
僅
か
に
残

る
。
年
紀
部
分
は
左
半
が
残
る
。
延
暦

一
四
年
は
七
九
二
年
。

⑩
の

「伊
奈
社
」
は
不
詳
。
い
の

「枚
人
」
は
名
で
あ
ろ
う
。

②
は
、
棒
状
の
材
を
七
面
に
面
取
り
し
、
千
支
を

一
〇
組
ず
つ
記
す
千
支
棒

木
簡
。
文
字
の
残
り
が
悪
く
、
釈
読
で
き
な
い
部
分
が
多
い
が
、
第

一
面
か
ら

第
六
面
で
完
結
し
、
第
七
面
に
は
再
び
第

一
面
と
同
じ

「甲
子
」
か
ら

「癸

酉
」
ま
で
が
書
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
字
配
り
は
か
な
り
ま
ち
ま

ち
で
、
残
り
が
悪
い
こ
と
も
あ
っ
て
厳
密
な
字
配
り
の
復
原
は
困
難
で
あ
る
た

め
、
釈
文
は
便
宜
干
支
ご
と
に
二
文
字
ず
つ
揃
え
て
整
列
し
て
示
し
た
。
な
お
、

第
五
面
で
は
、
字
配
り
か
ら
み
て

「己
酉
」
「庚
戊
」
「辛
亥
」
「壬
子
」
の
い

ず
れ
か
を
欠
き
、
第
六
面
で
も

一
〇
番
目
に
あ
る
べ
き

「癸
亥
」
の
書
か
れ
る

余
地
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
第

一
面
か
ら
第
三
面
に
は
千
支
間
に
穿
孔

奪
貝
通

し
な
い
九
い
凹
み
）
が
あ
り
、
第

一
面
で
は
、　
一
〇
番
目
の
干
支
の
下
に
も
穿

孔
が
あ
る
。

⑬
は
、
上
端
折
れ
、
左
右
両
辺
割
れ
。
従
来

「尾
治
部
□
山
主
」
と
釈
読
さ

れ
て
き
た
が
、
残
画
か
ら
み
て

「尾
治
部
」
と
は
釈
読
で
き
な
い
。
⑭
は
、
上

端
折
れ
。
「大
生
」
は

「大
壬
生
」
に
同
じ
。
④
は
、
下
端
折
れ
。
左
辺
は
割

れ
か
。
④
は
、
檜
扇
の
骨
の
一
本
に
墨
書
が
あ
る
。
⑭
は
、
下
端
折
れ
。
左
右

両
辺
は
い
ず
れ
も
上
部
が
割
れ
。
④
は
、
木
簡
を
二
次
的
に
整
形
し
、
今
フ
状

木
製
品
に
転
用
し
た
も
の
。
現
状
の
上
部
三
分
の
二
ほ
ど
を
細
く
削
り
出
す
。

「王
生
マ
」
は

「壬
生
マ
」
に
同
じ
。
⑩
は
、
木
簡
を
二
次
的
に
整
形
し
、
斎

串
に
転
用
し
た
も
の
。
上
端
折
れ
。
下
端
は
尖
ら
せ
る
。
表
面
三
文
字
目
は
従

来

「佑
」
と
釈
読
し
、
官
司
の
構
成
を
考
え
る
根
拠
と
し
て
き
た
も
の
だ
が
、

釈
読
困
難
。

①
は
、
上
下
両
端
二
次
的
切
断
、
左
辺
割
れ
、
右
辺
削
り
。
①
は
左
辺
削
り
、

右
辺
割
れ
。
従
来
こ
れ
ら
は
左
右
に
接
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
同
材

で
そ
の
可
能
性
は
高
い
も
の
の
、
直
接
は
接
続
せ
ず
、
間
に
別
断
片
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
別
番
号
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
。

磁
の
表
面
の

「伊
万
志
□
□
」
は
、
従
来

「伊
河
志
波
万
」
と
読
ん
で
き
た

部
分
で
あ
る
。
二
文
字
目
は

「河
」
と
釈
読
す
る
に
は
残
画
が
少
な
く
、
む
し

ろ

「万
」
に
近
い
。
逆
に
五
文
字
目
の

「万
」
は

「河
」
で
も
よ
い
。
四
文
字

目
の

「波
」
は
不
詳
。
裏
面
の

「伊
□
□
奴
」
は
従
来

「伊
和
万
始
」
と
読
ん

で
い
た
が
、
こ
の
う
ち

「始
」
は

「奴
」
。
二
文
字
目
の
寿
は

「
口
」
で
は
な

い
。
ま
た
従
来
の

「止
利
河
波
志
」
の
う
ち

「河
」
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「阿
」
に
近
い
。



０
～
①
は
削
婿
。
①
は
、
上
端
が
原
形
を
と
ど
め
る
。
「田
川
郡
」
は
出
羽

国
田
川
郡
。
文
字
の
大
半
が
残
り
墨
痕
も
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
が
、
釈
読
で
き

な
い
。
⑭
は
、
上
端
が
原
形
を
と
ど
め
る
。
「置
賜
郡
」
は
出
羽
国
置
賜
郡
。

⑮
は
、
右
辺
が
原
形
を
と
ど
め
る
か
。
「奉
神
」
は
⑭
に
も
見
え
る
。
⑭
の

「米
」
は
、
従
来

「少
丁
」
と
釈
読
し
て
い
た
部
分
。
働
は
習
書
で
あ
ろ
う
。

「府
」
は
符
と
通
用
す
る
。

（小
松
正
夫
）
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